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【 見 方 ② 】
＝電話　 ＝ファックス　 ＝Eメール　 ＝ホームページ

【 見 方 ① 】

＝日時　 ＝会場　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用　 ＝申込み　 ＝問合せ

INFORMATION INFORMATION

対象者、時間・場所、料金などの詳細は、4 月配
付の『ほけん・ふくしガイド』をご覧ください。4・ ５ 4・ ５ 月の保健のお知らせ月の保健のお知らせ

おとな

■ 予防接種　
○ヒブ、小児肺炎球菌、Ｂ型肝炎、四種混合、ＢＣＧ、麻しん風しん 1 期、麻し

ん風しん 2 期、水痘、二種混合、日本脳炎
■ 乳幼児・1 歳 6 か月児・3 歳児健診 （ 5 月 25 日 （月））

○詳細は、Ｐ 27 をご覧ください。○ 3 月 23 日実施予定だった健診は 4 月 27 日（月）
に延期となりました。対象者には個別に通知していますので、ご確認ください。

■ 歯科健診・フッ化物塗布 （ 5 月 28 日（木） ）
○詳細は、わんぱく広場・保育所にてお知らせを配布しています。「ほけん・ふ

くしガイド」でもご確認いただけます。

こども

■献血（ 4 月 9 日（木） ） 
■ 巡回ドック・人間ドック・脳ドック・がんドック

○受付は 4 月 8 日（水）から開始します。
○詳細は「ほけん・ふくしガイド」でご確認ください。

保健センター　 （574）3141

高 等 学 校 等
就 学 助 成 金

　高等学校・特別支援学校高等
部等に就学している生徒の保護
者に対し、月額 7 千円の助成金
を交付します。中学校等を卒業
または修了後、引き続き 3 年間
を限度に、対象の生徒が下宿等
で本町に住まなくても保護者が
居住していれば助成対象となり
ます。
　また、定時制や通信制の学校
でも助成対象となります。
　豊頃中学校の卒業生等、教育
委員会で把握している保護者へ
は 4 月中に申請書用紙を送付い
たしますが、転入等で申請書用
紙が届かない方については、教
育委員会へお知らせください。

小 中 学 校 等
修学旅行交付金

　小中学校等の修学旅行に対し、
本町に居住する保護者を対象に小
学校 6 年生 1 万円、中学校 3 年生
2 万円を交付します。

　要保護者・準要保護者就学援助、
特別支援教育就学援助対象者は、
当該制度の援助がありますので交
付金の対象になりません。

　町内の小中学校に通学する児童
生徒については、学校において手
続きを行います。
　特別支援学校小・中学部等に通
学している児童生徒については、
保護者が教育委員会で手続きを行
う必要があります。
　修学旅行出発日の 20 日前まで
に手続きをしてください。

児 童 生 徒
就 学 援 助 費

　お子さんの就学にあたり経済
的にお困りで、町が定める要件
に該当する家庭を対象に学用品
費や給食費などの援助を行って
います。
　就学援助を希望される方は、
申請書を直接教育委員会へ提出
してください。提出いただいた
申請書をもとに書類審査等を行
い、結果については保護者あて
に、本認定は 5 月上旬から中旬
頃、年度途中に申請された方に
は、随時通知します。
　また認定を受け、すでに援助
費が給付されている保護者におい
ても、世帯の経済状態が好転し
たときなど、認定が取り消され、
援助費の全部または一部の返
還が必要になる場合があります。

詳しくは、教育委員会教育課学校教育係　☎（579）5801 にお問合せください。

ほっとサロン茂岩
 4月8日（水）13:00〜16:00

　 4月22日（水）13:00〜16:00
 ひだまり交流館

送迎　コミバス④・⑥便
ほっとサロン豊頃

 4月10日（金）9:30〜15:00
※9：30〜10：30まで体操の時間です

 豊頃コミセン
送迎　コミバス③・⑤便

ほっとサロン大津
 4月22日（水）10:00〜15:00
 大津コミセン

ほっとサロン末広
 4月6日（月）13:00〜15:00
 末広近隣センター

＜コロコロキッチン＞  
 4月10日（金）18:00〜20:00
 ひだまり交流館　  500円程度

卓上サロン
 4月1日（水）10:00〜16:00

　 4月15日（水）10:00〜16:00
 福祉センター

お元気サロン
 4月24日（金）9:30〜10:30
 豊頃コミセン

フィットネスカフェ
 4月21日（火）10:00〜12:00
 ひだまり交流館  200円 カフェ利用券付

内容 ガンバルーン
福祉活動拠点施設ひだまり交流館

　月曜日〜土曜日（祝日も開設）
　10:00 〜 17:00

【トヨッピーコミカフェ】10:30 〜 15:30
【うたカラの日（カラオケ開放）】
　毎週月曜日　10:00 〜 12:00

【吹き矢道場「吹き矢っ子」】  無料
　毎週月曜日  13:00 〜 17:00  

各サロン【公共ポイント対象事業】です
各サロン利用料 100 円
※昼食提供やイベント時は増額の場合もあります

社会福祉協議会 （574）3143
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令和２年度版令和２年度版
ほけん・ふくほけん・ふく
しガイドをしガイドを
配布します配布します

　今年度予定している「乳幼児健診や予防接種に関
する母子保健事業」や「各種検診」、「高齢者の健康、
障がい者支援」に関すること等を掲載しています。
　1 年間、大切に保管してご活用ください。
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『ほけん・ふくしガイド』は 1 世帯 1 部の配布としていますが、
複数必要な場合は保健センターまでお問い合わせください。

猫を正しく飼いましょう！
　「野良猫を捕獲してほしい」「隣の猫が車庫に入って糞やいた
ずらをして困る」といった苦情が寄せられています。
　野良猫も『動物の愛護及び管理に関する法律』で愛護動物と
されています。
　この法律の目的は、人と動物の共生に配慮することであり、処分
を目的に野良猫を捕獲することはできません。飼い主が愛情と責任
を持ち、周囲に迷惑のかからない正しい飼育を行わない限り、捨て
猫、放し飼いによる周囲への問題の根本的な解消にはなりません。
●野良猫にエサを与えないでください
●室内で飼うようにしましょう
●不妊去勢手術をしましょう

役場住民課生活環境係　 （574）2213　
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